
永平寺町農業集落排水事業分担金の額を定める規則の一部を改正する規則を次のように

公布する。 

  

令和３年３月15日  

  

福井県吉田郡永平寺町長 河 合 永 充        

  

永平寺町規則第12号 

  

永平寺町農業集落排水事業分担金の額を定める規則の一部を改正する規則 

  

永平寺町農業集落排水事業分担金の額を定める規則(平成18年永平寺町規則第87号)の一

部を次のように改正する。 

第２条中「松岡地区農業集落排水処理施設では１戸当たり33万円とし、上志比地区農業

集落排水処理施設では」を削る。 

  

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 


